
    
◎「歩行者横断禁止」規制って？ 
交通量が多い道路では、横断歩道以外の部分を歩行者が横断する 
ことで重大事故に至るケースがあります。 
このような場合に、区間を定めて歩行者の横断を禁止することで、

交通の安全と円滑を図るために行う交通規制です。 
歩行者横断禁止規制がある区間では、近くの横断歩道や横断歩道 
橋を必ず利用しましょう。  
交通規制は自動車だけのものではありません。  歩行者も交通の安全ためには交通規制の対象となることがありま 
すので、道路を利用するときには周囲の安全の確認はもちろん、道 
路にある標識や標示にも気を配るようにしましょう。            

 
設置イメージ 

「「歩歩行行者者横横断断禁禁止止」」規規制制ににつついいてて  
歩行者横断禁止の標識 

または 
 

横断歩道以外での 
歩行者の横断を 
禁止します 



歩行者横断禁止の規制は県内５つの市において実施されています。   

  

  

高松地区 
丸亀地区 



 

   

    

坂出地区 
善通寺地区 



 

    

観音寺地区 


